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本編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-1-3 

 

 

 

 

 

1-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

第 4節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

東北管区警察局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 津波警報・注意報 の伝

達に関すること。 

東北管区警察局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 津波警報等 の伝達に関

すること。 

 ［略］  ［略］ 

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) ［略］ 

(2) 気象業務に必要な観測

体制の充実並びに予報、通

信等の施設及び設備の整備

に関すること。 

(3) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。）及び水

象の 予報及び特別警報・警

報・注意報並びに台風、大

雨、竜巻等突風に関する情

報等の適時・的確な防災機

関への伝達並びにこれらの

機関や報道機関を通じた住

民への周知 に関すること。 

(4) 気象庁が発表する緊急

地震速報（警報）の利用の

心得などの周知・広報 に関

すること。 

(5) 市町村が行う 避難勧告

等の判断・伝達マニュアル

やハザードマップ等の作成

に係る技術的な支援・協力

に関すること。 

(6) 災害の発生が予想され

るときや災害発生時におい

て、県及び市町村に対する

気象状況の推移やその予想

の解説等の実施に関するこ

と。 

(7) 都道府県、市町村その他

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) ［略］ 

 

 

 

 

(2) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。)及び水

象の 予報・警報等の防災情

報の発表、伝達及び解説

に関すること。 

 

 

 

 

(3) 気象業務に必要な観測、

予報及び通信施設の整備

に関すること。 

 

(4) 県や市町村が行う防災

対策に関する技術的な支

援・助言 に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 防災気象情報の理解促
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1-1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-7 

 

 

1-1-8 

の防災関係機関と連携し

た 防災気象情報の理解促

進や防災知識の 普及啓発

活動 に関すること。 

進 及び 防災知識の 普及啓

発 に関すること。 

東北総合通信局 (1)～(3) ［略］ 

 

 

 

(4) ［略］ 

東北総合通信局 (1)～(3) ［略］ 

(4) 災害情報共有システム

（Ｌアラート）の普及・促

進に関すること。 

(5) ［略］ 

［略］  ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道

事務所〕 

〔三陸国道事務

所〕 

〔北上川ダム統

合管理事務所〕 

〔釜石港湾事務

所〕 

 ［略］ 東北地方整備局 

〔岩手河川国道

事務所〕 

〔三陸国道事務

所〕 

〔北上川ダム統

合管理事務所〕 

〔釜石港湾事務

所〕 

 ［略］ 

東北地方環境事

務所 

(1) 所管施設等の避難場所

等としての利用に関するこ

と。 

(2) 緊急環境モニタリング

の実施・支援に関すること。 

(3) 大気汚染防止法、水質汚

濁防止法に基づく検査・指

示に関すること。 

(4) 災害廃棄物等の処理状

況の把握・必要な資機材等

の広域的な支援要請及び調

整に関すること。 

 東北防衛局  ［略］   東北防衛局  ［略］  

 

3・4 ［略］ 

 

5 指定地方公共機関 

 

3・4 ［略］ 

 

5 指定地方公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

［略］  ［略］ 

(一社)岩手県医

師会 

(一社)岩手県歯

科医師会 

(1) ［略］ 

(2) 遺体の検視、身元確認及

び処理に関する協力に関す

ること。 

(一社)岩手県医

師会 

(一社)岩手県歯

科医師会 

(1) ［略］ 

(2) 遺体の検視 、検案 、身

元確認及び処理に関する協

力に関すること。 

 (一社)岩手県薬

剤師会 

(1) 医療救護に関すること。 

(2) 災害時における医薬品

の供給及び管理に関するこ

2 



と。 

(公社)岩手県栄

養士会 

(1) 災害時における栄養管

理に関すること。 

(公社)岩手県看

護協会 

(1) 医療救護及び保健衛生

に関すること。 

 社会福祉法人岩

手県社会福祉協

議会 

(1) 防災ボランティアの連

絡調整等に関すること。 

(2) 岩手県災害派遣福祉チ

ームの派遣調整に関するこ

と。 

 (一社)岩手県獣

医師会 

(1) 災害時における愛玩動

物の応急治療及び保護に関

すること。 

 

 (一社)岩手県建

設業協会 

(1) 災害時における道路啓

開及び除雪に関すること。 

(2) 公共土木施設等の災害

応急対策に関すること。 

 

 6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

社会福祉法人岩

手県社会福祉協

議会 

(1) 災害ボランティアの連

絡調整等に関すること。 

(2) 岩手県災害派遣福祉チ

ームの派遣調整に関するこ

と。 

 

 

 

 

 

社会福祉法人岩

手県共同募金会 

 

 

 

 

 

(1) 義援金の募集及び受付

けに関すること。 

社会福祉法人岩

手県共同募金会 

(1) 義援金の募集及び受付

けに関すること。 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 指定地方行政機関及び指定地方公共機関の業務の大綱について記載の見直しを行うもの 

○ 東北総合通信局の業務の大綱にＬアラートの普及等を加えるもの 

○ 指定地方行政機関として東北地方環境事務所を追加するもの 

○ 指定地方公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-1 

 

 

 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ、積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ ［略］ 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 

4～6 ［略］ 

 

4～6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-4 

 

 

 

1-2-5 

第 2節 地域防災活動活性化計画 

 

第 3 消防団の活性化 

 

○ 県及び市町村は、地域における消防防災の中

核として重要な役割を担う消防団の活性化を

推進し、その育成を図るため、地域住民の理解、

支援、協力及び参加を得ながら、次の事業等を

積極的に推進する。 

ア～ウ ［略］ 

エ 報酬 の引上げ、表彰制度の充実等による

処遇改善 

オ ［略］ 

キ 青年層・女性層の 消防団員の参加 促進 

 

ク ［略］ 

第 2節 地域防災活動活性化計画 

 

第 3 消防団の活性化 

 

○ 県及び市町村は、地域における消防防災の中

核として重要な役割を担う消防団の活性化を

推進し、その育成を図るため、地域住民の理解、

支援、協力及び参加を得ながら、次の事業等を

積極的に推進する。 

ア～ウ ［略］ 

エ 報酬・出動手当 の引上げ、表彰制度の充

実等による処遇改善 

オ ［略］ 

キ 青年層、女性層 及び公務員 の 消防団への

加入 促進 

ク ［略］ 

修正 

理由 

○ 消防団の出動手当の引上げの推進について追加するもの 

○ 公務員の消防団への加入促進について追加するもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4節 気象業務整備計画 

 

第 2 観測体制の整備等 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

〔気象台所管の観測所配置図 資料編 2－4－1〕 

〔県内における地震・津波観測施設一覧 資料

編 2－4－2〕 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 地域気象観測システム（アメダス） 

施設名 箇所数 備 考 

地域気象

観測所 

 [略] (1) 降水量、気温、日

照、風（風向、風速）

を観測。 

 

うち、15 箇所は積

雪も観測。 

地域雨量

観測所 

13  ［略］ 

航空業

務施設 

1 (1) 降水量、気温、風

（風向、風速）を観測。 

 

 (5) 地震・津波観測施設 

第 4節 気象業務整備計画 

 

第 2 観測体制の整備等 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

〔気象台所管の観測所配置図 資料編 2－4－1〕 

〔県内における地震・津波観測施設一覧 資料

編 2－4－2〕 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 地域気象観測システム（アメダス） 

施設名 箇所数 備 考 

地域気象

観測所 

 [略] (1) 降水量、気温、日

照（33箇所に限る。）、

風（風向、風速）を観

測。 

うち、15 箇所は積

雪も観測。 

地域雨量

観測所 

14  ［略］ 

 

 

 

 (5) 地震・津波観測施設 

 施設名 箇所数 設置場所   施設名 箇所数 設置場所  

  ［略］  ［略］ 

震度観測

点 

 ［略］ 気象官署 1、地震計 7、

宮古市鍬ヶ崎、久慈市川

崎町、二戸市福岡、北上

市柳原町、奥州市水沢区

大鐘町、釜石市只越町、

大船渡市大船渡町、洋野

町種市、八幡平市大更、

雫石町千刈田、山田町八

幡町、一関市大東町 

震度観測

点 

 ［略］ 気象官署 1、多機能型地

震計設置場所（一関舞川

を除く 7箇所）、宮古市

鍬ヶ崎、久慈市川崎町、

二戸市福岡、北上市柳原

町、奥州市水沢区大鐘

町、釜石市只越町、大船

渡市大船渡町、洋野町種

市、八幡平市大更、雫石

町千刈田、山田町八幡

町、一関市大東町 

 ［略］  ［略］ 
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1-2-10 

 

沖合水圧

計（ブイ式

海底津波

計） 

 ［略］ 岩手沖 380ｋｍ、岩手沖

320ｋｍ、宮城沖 350ｋｍ 

沖合水圧

計(ブイ式

海底津波

計） 

 ［略］ 岩手沖 380ｋｍＡ、岩手

沖 320ｋｍＡ、宮城沖 350

ｋｍＡ 

  ［略］    ［略］  

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

 施設等名 箇所数 設置機関   施設等名 箇所数 設置機関  

 ［略］  ［略］ 

験潮所  ［略］ 第二管区海上保安本部 験潮所  ［略］ 第二管区海上保安本部 、

国土交通省港湾局 

 

(6)・(7) ［略］ 

 

第 3 情報の提供 

○ 気象庁は、防災関係機関が迅速に防災活動を

実施できるよう、情報の伝達体制を整備すると

ともに、防災気象情報を適時・的確に発表し、

報道機関の協力を得て住民に周知するよう努

める。 

 

(6)・(7) ［略］ 

 

第 3 情報の提供 

○ 気象庁は、防災関係機関が迅速に防災活動を

実施できるよう、情報の伝達体制を整備すると

ともに、防災気象情報を適時・的確に発表し、

報道機関の協力を得て住民に周知するよう努

める。 

 通信施設 伝達先   通信施設 伝達先  

 ［略］  ［略］ 

緊急

防災

情報

ネッ

トワ

ーク 

防災情報提供シ

ステム（専用回

線） 

 ［略］ 防災情報提供システ

ム（専用回線） 

 ［略］ 

衛星防災情報受

信装置 

［略］  ［略］ 

 

第 4 防災に関する知識 の普及啓発の実施 

 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情報への

理解を促進するため、関係機関との協力のも

と、気象情報の活用能力の向上を含めた防災知

識の普及啓発等を図り、住民の防災活動を促進

する。 

ア ［略］ 

イ 県、報道機関等とあらかじめ協議の上、要

配慮者や一時滞在者に十分配慮した防災気

象情報の提供に努める。 

 

第 4 防災知識 の普及啓発の実施 

 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情報への

理解を促進するため、関係機関との協力のも

と、気象情報の活用能力の向上を含めた防災知

識の普及啓発等を図り、住民の防災活動を促進

する。 

ア ［略］ 

イ 県、報道機関等とあらかじめ協議の上、要

配慮者や一時滞在者に十分配慮した防災気

象情報の提供に努める。 

ウ 災害に関する調査結果等を活用し、住民が

災害教訓を伝承する取組を支援する。 

修正 ○ 航空業務施設及び衛星防災情報受信装置の廃止に伴い、所要の修正をするもの 
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理由 ○ 震度観測点等の設置場所等について見直しを行うもの 

○ 盛岡地方気象台が行う防災に関する知識の普及啓発活動の内容として、災害教訓を伝承する取組

の支援を追加するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-11 

 

 

 

 

 

 

1-2-12 

第4節の2 通信確保計画 

 

第 2 通信施設・設備の整備等 

 

1～4 ［略］ 

 

5 非常・緊急通話用電話 の指定 

○ 県、市町村その他の防災関係機関は、非

常・緊急通話を利用する ため、あらかじめ、

通信事業者に 非常・緊急通話用 の電話番号

を申請し、承認を受ける。 

 

 

6 ［略］ 

第4節の2 通信確保計画 

 

第 2 通信施設・設備の整備等 

 

1～4 ［略］ 

 

5 災害時優先電話 の指定 

○ 県、市町村その他の防災関係機関は、災害

等によるふくそう時においても通信を確保

する ため、あらかじめ、通信事業者に 災害

時優先電話用 の電話番号を申請し、承認を

受ける。 

 

6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 非常・緊急通話（102番）の廃止に伴い、所要の修正をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-14 

第5節 避難対策計画 

 

第 2 市町村の避難計画 

 

1 市町村の避難計画 

○ ［略］ 

○ 市町村は、「避難勧告等の判断・伝達マニ

ュアル作成ガイドライン」を参考に避難勧告

及び避難指示の具体的な 基準 を 策定する。 

 

 

 

○ 避難計画に盛り込む避難勧告、避難指示の

基準 は、地域の特性等を踏まえつつ、気象

警報等の内容に応じたものとし、その策定又

は見直しに当たっては、災害の危険度を表す

情報等の活用について、当該情報等を取り扱

う国及び県の機関との連携に努める。この場

合において、国及び県の機関は、市町村によ

る避難勧告等の基準の策定又は見直しを支

援する。 

○ ［略］ 

○ 避難計画の作成に当たっては、避難勧告又

は避難指示を 行う 際に、国又は県に必要な

助言を求めることができるよう、連絡調整窓

口の確認等必要な準備を整える。 

 

 

2・3 ［略］ 

 

第 5 避難行動要支援者名簿 

○ ［略］ 

○ 市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を適切に行うため、市町村地

域防災計画において概ね次の事項を定める。 

 ア 避難支援関係者 となる者 

 イ～キ ［略］ 

○ ［略］ 

第5節 避難対策計画 

 

第 2 市町村の避難計画 

 

1 市町村の避難計画 

○ ［略］ 

○ 市町村は、「避難勧告等の判断・伝達マニ

ュアル作成ガイドライン」を参考に 避難準

備情報、避難勧告及び避難指示の具体的な

発令基準 を 策定し、市町村地域防災計画に

明記するとともに、その内容について避難計

画とあわせて住民に周知する。 

○ 避難計画に盛り込む 避難準備情報、避難

勧告、避難指示の 発令基準 は、地域の特性

等を踏まえつつ、気象警報等の内容に応じた

ものとし、その策定又は見直しに当たって

は、災害の危険度を表す情報等の活用につい

て、当該情報等を取り扱う国及び県の機関と

の連携に努める。この場合において、国及び

県の機関は、市町村による避難勧告等の基準

の策定又は見直しを支援する。 

○ ［略］ 

○ 避難計画の作成に当たっては 、避難準備

情報 、避難勧告又は避難指示を 発令する

際に、国又は県に必要な助言を求めることが

できるよう、連絡調整窓口の確認等必要な準

備を整える。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 5 避難行動要支援者名簿 

○ ［略］ 

○ 市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を適切に行うため、市町村地

域防災計画において概ね次の事項を定める。 

 ア 避難支援等関係者 となる者 

 イ～キ ［略］ 

○ ［略］ 

修正 

理由 

○ 避難勧告等の発令基準の市町村地域防災計画への明記及び住民への周知について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-19 

 

1-2-21 

 

 

第5節の2 災害医療体制整備計画 

 

第 6 災害中長期への備え 

○ ［略］ 

○ 県及び市町村は、保健師、看護師、薬剤師等

医療従事者に対し、災害時における被災者の健

康管理や衛生指導に関する研修等を実施し、人

材育成を図る。 

第5節の2 災害医療体制整備計画 

 

第 6 災害中長期への備え 

○ ［略］ 

○ 県及び市町村は、保健師、看護師、薬剤師 、

歯科衛生士 等医療従事者に対し、災害時にお

ける被災者の健康管理や衛生指導に関する研

修等を実施し、人材育成を図る。 

修正 

理由 

○ 被災者の健康管理等に係る研修の対象として歯科衛生士を明記するもの。 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-51 

 

 

 

 

第15節 津波・高潮災害予防計画 

 

第 2 津波、高潮災害予防事業 

○ ［略］ 

○ 防潮堤防等の設置と並行して、飛砂、潮風、

強風、霧等の被害を防止するとともに、津波及

び高潮の被害を軽減することを目的として、海

岸防災林造成事業を進める。 

第15節 津波・高潮災害予防計画 

 

第 2 津波、高潮災害予防事業 

○ ［略］ 

○ 防潮堤防等の設置と並行して、飛砂、潮風、

強風、霧等の被害を防止するとともに、津波及

び高潮の被害を軽減することを目的として、海

岸防災林造成事業を進める。 

 
事業名 

施行 

箇所 

施行 

年度 
所 管 資料編 

  
事業名 

施行 

箇所 

施行 

年度 
所 管 資料編 

 

高潮対 

策 

 ［略］ 2－15－4 

2－15－5 

2－15－6 

高潮対 

策 

 ［略］  

2－15－5 

2－15－6 

 

侵食対 

策 

侵食対 

策 

津波・ 

高潮危 

機管理 

対策緊 

急事業 

津波・ 

高潮危 

機管理 

対策緊 

急事業 

  

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

1-2-53 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 土砂災害予防計画 

 

第 2 地すべり防止対策事業 

 

○ 地すべり危険区域、地すべり防止区域及び事業の実施状況は、次のとおりである。 

 
所管別 危険区域 防止区域 

事業実施状況 
資料編 

 

既成 工事中 

国土交通省  ［略］ 

林野庁 43 23 ［略］ 3  ［略］ 

農林水産省  ［略］ 

 

1 ［略］ 

2 林野関係事業 

 ○ 地すべり防止区域に指定している 23 箇所 のうち、20 箇所の工事が完了し、3 箇所 で事業を

実施している。 

○ 指定外の 43箇所については、復旧治山事業等により、24箇所の工事が完了し、8箇所で一部

完了、1箇所で事業を実施、10箇所で未着手となっている。 

 ○ ［略］ 

3 ［略］ 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

1-2-53 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 土砂災害予防計画 

 

第 2 地すべり防止対策事業 

 

○ 地すべり危険区域、地すべり防止区域及び事業の実施状況は、次のとおりである。 

 
所管別 危険区域 防止区域 

事業実施状況 
資料編 

 

既成 工事中 

国土交通省  ［略］ 

林野庁 60 24 ［略］ 4  ［略］ 

農林水産省  ［略］ 

 

1 ［略］ 

2 林野関係事業 

 ○ 地すべり防止区域に指定している 24 箇所 のうち、20 箇所の工事が完了し、4 箇所 で事業を

実施している。 

 

 

 ○ ［略］ 

3 ［略］ 
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本編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 山地災害予防事業 

○ 山地災害危険地区（地すべり危険地区を除

く。）は、3,961箇所（国有林地内 329、民有林

地内 3,632）あり、このうち、治山事業の採択

基準に合う箇所については、森林法に基づき、

対策工事を実施する。 

〔山地災害危険地区市町村別一覧 資料編 2－16

－8〕 

○ ［略］ 

 

第 6 土砂災害防止対策の推進 

○ ［略］ 

○ 県は、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指

定等のための基礎調査を行い、関係市町村長の

意見を聞き、その区域を指定する。 

 

○ 市町村は、土砂災害警戒区域等の指定があっ

たときは、市町村地域防災計画に、当該警戒区

域ごとに 土砂災害に関する情報の収集及び伝

達、予報・警報及び土砂災害警戒情報の伝達、

避難、救助その他当該警戒区域における土砂災

害を防止するために必要な警戒避難体制 につ

いて定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 山地災害予防事業 

○ 山地災害危険地区（地すべり危険地区を除

く。）は、4,421箇所（国有林地内 329、民有林

地内 4,092）あり、このうち、治山事業の採択

基準に合う箇所については、森林法に基づき、

対策工事を実施する。 

〔山地災害危険地区市町村別一覧 資料編 2－16

－8〕 

○ ［略］ 

 

第 6 土砂災害防止対策の推進 

○ ［略］ 

○ 県は、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指

定等のための基礎調査を行い、遅滞なく基礎調

査結果を公表するとともに、関係市町村長の意

見を聞き、その区域を指定する。 

○ 市町村は、土砂災害警戒区域等の指定があっ

たときは、市町村地域防災計画に、当該警戒区

域ごとに 次の事項に ついて定める。 

 

 

 

 

 ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並

びに予報又は警報の発令及び伝達に関する

事項 

 イ 避難施設その他の避難場所及び避難路そ

の他の避難経路に関する事項 

ウ 災害対策基本法第 48条第１項の防災訓練

として市町村長が行う土砂災害に係る避難

訓練の実施に関する事項 

エ 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として防災上の配慮を要す

る者が利用する施設であって、急傾斜地の崩

壊等が発生するおそれがある場合における

当該施設を利用している者の円滑かつ迅速

な避難を確保する必要があると認められる

ものがある場合にあっては、これらの施設の

名称及び所在地 

オ 救助に関する事項 

カ その他警戒区域における土砂災害を防止

するために必要な警戒避難体制に関する事

項 
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1-2-55 

 ○ ［略］ 

 

第 7 土砂災害警戒情報の発表 

 

1～3 ［略］ 

 

4 利用にあたっての留意点 

 (1)～(3) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 情報の伝達体制 

○ 県は、災害対策基本法第 51 条（情報の収

集及び伝達）及び第 55 条（県知事の通知等）

により、市町村長その他関係者に伝達する。 

 

○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

○ ［略］ 

 

第 7 土砂災害警戒情報の発表 

 

1～3 ［略］ 

   

4 利用にあたっての留意点 

 (1)～(3) ［略］ 

 (4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報

（土砂災害）が発表されているときは、避難

勧告等の対象地区の範囲が十分であるかど

うかなど、既に実施済みの措置の内容を再度

確認し、その結果、必要に応じて避難勧告等

の対象地域の拡大等の更なる措置を検討す

ること。 

 

5 情報の伝達体制 

○ 県は、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第 27条（土

砂災害警戒情報の提供）の規定 により、市

町村 に 伝達し、あわせて一般住民に周知す

る 。 

○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 地すべり危険区域等の箇所数について見直しを行うもの 

○ 山地災害危険地区の箇所数について見直しを行うもの 

○ 土砂災害警戒区域等のための基礎調査結果の公表について規定するもの 

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、市町村地

域防災計画の記載事項について見直しを行うもの 

○ 大雨特別警報（土砂災害）が発表されている場合における土砂災害警戒情報の利用の留意点につ

いて新たに規定するもの 

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、土砂災害

警戒情報の発表に係る情報伝達について所要の修正をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 (1) 設置基準 

第1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

(1) 設置基準 

 設置基準 設置の対象   設置基準 設置の対象  

  ［略］    ［略］  

 北上川上流洪水予報、

雫石川洪水予報及び猿

ヶ石川洪水予報のうち

洪水警報（はん濫警戒

情報・はん濫危険情

報・はん濫発生情報 ）

が発表された場合 

 ［略］   北上川上流洪水予報、

雫石川洪水予報及び猿

ヶ石川洪水予報のうち

のはん濫警戒情報、は

ん濫危険情報又ははん

濫発生情報 （洪水警

報 ）が発表された場合 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

(2)～(3) ［略］ 

 (4) 関係各課の防災活動 

(2)～(3) ［略］ 

 (4) 関係各課の防災活動 

 部 課等 出先機関 担当内容   部 課等 出先機関 担当内容  

 ［略］  ［略］ 

農林水

産部 

［略］ 農林水

産部 

 ［略］ 

農村建

設課 

 ［略］ 農村建

設課 

［略］ 

森林保

全課 

広域振興局 

農政（林） 

部等 

治山施設被

害情報の収

集 

 漁港漁

村課 

 ［略］   漁港漁

村課 

 ［略］  

 ［略］    ［略］  

 (5) ［略］ 

 

2 特別災害警戒本部 

 ○ 災害特別警戒本部は、「岩手県災害警戒本

部設置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、

主に災害情報の収集及び応急対策を行う。 

(1) 設置基準 

 (5) ［略］ 

 

2 特別災害警戒本部 

○ 災害特別警戒本部は、「岩手県災害警戒本

部設置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、

主に災害情報の収集及び応急対策を行う。 

(1) 設置基準 

 設置基準 設置の対象   設置基準 設置の対象  

  ［略］    ［略］  

 北上川上流洪水予報、

雫石川洪水予報及び猿

 ［略］   北上川上流洪水予報、

雫石川洪水予報及び猿

 ［略］  
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ヶ石川洪水予報のうち

洪水警報（はん濫警戒

情報・はん濫危険情

報・はん濫発生情報 ）

が発表された場合にお

いて、総務部長が応急

措置の実施のため関係

機関との調整が必要と

判断したとき。 

ヶ石川洪水予報のうち

のはん濫警戒情報、は

ん濫危険情報又ははん

濫発生情報 （洪水警

報 ）が発表された場合

において、総務部長が

応急措置の実施のため

関係機関との調整が必

要と判断したとき。 

  ［略］    ［略］  

 岩手山又は秋田駒ヶ岳

に噴火警報（火口周辺）

のうち噴火警戒レベル

３が発表された場合 

 ［略］   岩手山又は秋田駒ヶ岳

に噴火警報（火口周辺）

又は火口周辺警報 の

うち噴火警戒レベル３

が発表された場合 

 ［略］  

 八幡平又は栗駒山に噴

火警報（火口周辺）（キ

ーワードが「入山危険」

の場合に限る。）が発表

された場合 

 ［略］   八幡平又は栗駒山に噴

火警報（火口周辺）又

は火口周辺警報（キー

ワードが「入山危険」

の場合に限る。）が発表

された場合 

 ［略］  

      

 (2)～(5) ［略］ 

3 災害対策本部 

○ 災害対策本部は、災害対策基本法第23 条

の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅

速、的確に実施する。 

 ○ ［略］ 

 (1) 設置基準 

(2)～(5) ［略］ 

3 災害対策本部 

○ 災害対策本部は、災害対策基本法第23 条

の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅

速、的確に実施する。 

 ○ ［略］ 

(1) 設置基準 

 

区 分 

設置基準（広域支部及

び地方支部は配備基

準） 

配 備 職

員 の 範

囲 

  

区 分 

設置基準（広域支部及

び地方支部は配備基

準） 

配 備 職

員 の 範

囲 

 

 (１) 

指定

職員

配備

（１

号）

体制 

本部 ア 次に掲げる警報等

のいずれかが発表さ

れ、かつ、相当規模

の災害が発生し、又

は発生するおそれが

ある場合において、

本部長が指定職員配

備体制により災害応

急対策を講じる必要

があると認めたと

き。 

 (ア)～(エ) ［略］ 

 (オ) 北上川上流洪

 ［略］   (１) 

指定

職員

配備

（１

号）

体制 

本部 ア 次に掲げる警報等

のいずれかが発表さ

れ、かつ、相当規模

の災害が発生し、又

は発生するおそれが

ある場合において、

本部長が指定職員配

備体制により災害応

急対策を講じる必要

があると認めたと

き。 

 (ア)～(エ) ［略］ 

 (オ) 北上川上流洪

［略］  
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水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の 洪水警報（はん

濫警戒情報・はん

濫危険情報・はん

濫発生情報 ） 

 (カ) ［略］ 

イ～オ ［略］ 

カ 岩手山又は秋田駒

ヶ岳に噴火警報（居

住地域）のうち噴火

警戒レベル４が発表

された場合 

 

キ 八幡平又は栗駒山

に噴火警報（居住地

域）が発表された場

合 

 

ク～コ ［略］ 

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の はん濫警戒情

報、はん濫危険情

報又ははん濫発生

情報 （洪水警報 ） 

 (カ) ［略］ 

イ～オ ［略］ 

カ 岩手山又は秋田駒

ヶ岳に噴火警報（居

住地域）又は噴火警

報 のうち噴火警戒レ

ベル４が発表された

場合 

キ 八幡平又は栗駒山

に噴火警報（居住地

域）又は噴火警報 が

発表された場合 

ク～コ ［略］ 

  広 域

支 部

及 び

地 方

支部 

ア 所管区域内に次に

掲げる警報等のいず

れかが発表され、か

つ、相当規模の災害

が発生し、又は発生

するおそれがある場

合において、本部長

が指定職員配備体制

の指令を発したと

き。 

(ア)～(エ) ［略］ 

(オ) 北上川上流洪

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の 洪水警報 （は

ん濫警戒情報・は

ん濫危険情報・は

ん濫発生情報 ） 

 (カ) ［略］ 

イ～オ ［略］ 

カ 所管区域内の火山

（岩手山又は秋田駒

ヶ岳に限る。）に噴火

     広域

支部

及び

地方

支部 

ア 所管区域内に次に

掲げる警報等のいず

れかが発表され、か

つ、相当規模の災害

が発生し、又は発生

するおそれがある場

合において、本部長

が指定職員配備体制

の指令を発したと

き。 

(ア)～(エ) ［略］ 

(オ) 北上川上流洪 

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の はん濫警戒情

報、はん濫危険情

報又ははん濫発生

情報 （洪水警報 ） 

 (カ) ［略］ 

イ～オ ［略］ 

カ 所管区域内の火山

（岩手山又は秋田駒

ヶ岳に限る。）に噴火
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警報（居住地域）の

うち噴火警戒レベル

４が発表された場合 

 

キ 所管区域内の火山

（八幡平又は栗駒山

に限る。）に噴火警報

（居住地域）が発表

された場合 

 

ク～コ ［略］ 

警報（居住地域）又

は噴火警報 のうち噴

火警戒レベル４が発

表された場合 

キ 所管区域内の火山

（八幡平又は栗駒山

に限る。）に噴火警報

（居住地域）又は噴

火警報 が発表された

場合 

ク～コ ［略］ 

 (２) 

主査

以上

配備

（２

号）

体制 

本部 ア 次に掲げる警報等

のいずれかが発表さ

れ、かつ、相当規模

の災害が発生し、又

は発生するおそれが

ある場合において、

本部長が主査以上配

備体制により災害応

急対策を講じる必要

があると認めたと

き。 

(ア)～(キ) ［略］ 

(ク) 北上川上流洪

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の 洪水警報 （は

ん濫警戒情報・は

ん濫危険情報・は

ん濫発生情報 ） 

(ケ) ［略］ 

イ～エ ［略］ 

オ 岩手山又は秋田駒

ヶ岳に噴火警報（居

住地域）のうち噴火

警戒レベル５が発表

された場合 

 

カ・キ ［略］ 

   (２) 

主査

以上

配備

（２

号）

体制 

本部 ア 次に掲げる警報等

のいずれかが発表さ

れ、かつ、相当規模

の災害が発生し、又

は発生するおそれが

ある場合において、

本部長が主査以上配

備体制により災害応

急対策を講じる必要

があると認めたと

き。 

(ア)～(キ) ［略］ 

(ク) 北上川上流洪 

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の はん濫警戒情

報、はん濫危険情

報又ははん濫発生

情報 （洪水警報 ） 

(ケ) ［略］ 

イ～エ ［略］ 

オ 岩手山又は秋田駒

ヶ岳に噴火警報（居

住地域）又は噴火警

報 のうち噴火警戒レ

ベル５が発表された

場合 

カ・キ ［略］ 

  

  広 域

支 部

及 び

地 方

支部 

ア 所管区域内に次に

掲げる警報等のいず

れかが発表され、か

つ、相当規模の災害

が発生し、又は発生

    広域

支部

及び

地方

支部 

ア 所管区域内に次に

掲げる警報等のいず

れかが発表され、か

つ、相当規模の災害

が発生し、又は発生
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するおそれがある場

合において、本部長

が主査以上配備体制

の指令を発したと

き。 

(ア)～(キ) ［略］ 

(ク) 北上川上流洪

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の 洪水警報 （は

ん濫警戒情報・は

ん濫危険情報・は

ん濫発生情報 ） 

(ケ) ［略］ 

イ～エ ［略］ 

オ 所管区域内の火山

（岩手山又は秋田駒

ヶ岳に限る。）に噴火

警報（居住地域）の

うち噴火警戒レベル

５が発表された場合 

 

カ・キ ［略］ 

するおそれがある場

合において、本部長

が主査以上配備体制

の指令を発したと

き。 

(ア)～(キ) ［略］ 

(ク) 北上川上流洪 

水予報、雫石川洪

水予報及び猿ヶ石

川洪水予報のうち

の はん濫警戒情

報、はん濫危険情

報又ははん濫発生

情報 （洪水警報 ） 

(ケ) ［略］ 

イ～エ ［略］ 

オ 所管区域内の火山

（岩手山又は秋田駒

ヶ岳に限る。）に噴火

警報（居住地域）又

は噴火警報 のうち噴

火警戒レベル５が発

表された場合 

カ・キ ［略］ 

  ［略］    ［略］  

 (2)～(5) ［略］  (2)～(5) ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害警戒本部設置時の関係各課の所掌事務について所要の修正をするもの 

○ 災害警戒本部等の設置基準について所要の修正をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-19 

 

1-3-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

第2節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

 部 課等 地方支部等 担当内容   部 課等 地方支部等 担当内容  

 ［略］  ［略］ 

公安部  ［略］  ［略］ 津波警報 の

伝達 

公安部  ［略］  ［略］ 津波警報等

の伝達 

 

第 3 気象予報・警報等の種類及び伝達 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

気象予報・警報等の種類及びその内容は、

次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

ア～オ ［略］ 

カ 津波警報等の種類 

  （ア） 津波警報・注意報 の種類と内容 

    ○ ［略］ 

  （イ）・（ウ） ［略］ 

キ 火山に関する予報・警報・情報の種類と

内容  

 

第 3 気象予報・警報等の種類及び伝達 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

気象予報・警報等の種類及びその内容は、

次のとおりである。 

（気象業務法に基づくもの） 

  ア～オ ［略］ 

カ 津波警報等の種類 

（ア） 津波警報等 の種類と内容 

    ○ ［略］ 

  （イ）・（ウ） ［略］ 

キ 火山に関する予報・警報・情報の種類と

内容 

 種 類 内 容   種 類 内 容  

噴火警報

（居住地

域） 

［略］ 噴火警報

（居住地

域）又は

噴火警報 

［略］ 

噴火警報

（火口周

辺） 

［略］ 噴火警報

（火口周

辺）又は

火口周辺

警報 

［略］ 

 ［略］  ［略］ 

降灰予報 噴火が 発生した場合で、住民等に降

灰の影響が予想される 場合に 降灰

が予想される地域を随時 発表。 

降灰予報 噴火が 予想される又は発生した 場

合に 降灰量の分布及び小さな噴石

の落下範囲を予測して 発表。 

 ［略］  ［略］ 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警報・噴火予報 

 予報及び 

警報の名

称 

対象範囲を 

付した警報

の呼び方 

略 称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

 

 

噴火警報 噴火警報 

（居住地域） 

噴火警報 

 

 ［略］ 
 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が 発生、あるい

は 切迫している状態 にあ

る。 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生する と

予想される（可能性が高ま

ってきている）。 

噴火警報 

（火口周辺） 

火口周辺警

報 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に

危険が及ぶ）噴火が 発生、

あるいは 発生すると予想

される。 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）

噴火が 発生、あるいは 発

生すると予想される。 

噴火予報   火山活動は静穏。火山活動

の状況によって、火口内で

火山灰の噴出等が見られ

る（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）。 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   後 

1-3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警報・噴火予報 

 

名 称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
発表基準 

 

 

噴火警報（居住地域）又は噴火警報 

  

 ［略］ 

 

 

 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が切迫している状

態 と予想される場合 

 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生する可能性

が高まってきていると 予

想される場合 

噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 

 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす噴火が発生す

ると予想される 場合 

 

 

 

火口周辺に影響を及ぼす噴

火が発生すると予想され

る 場合 

 

 

噴火予報 予想される火山現象の状

況が静穏である場合、その

他火口周辺等においても影

響を及ぼすおそれがない場

合 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）噴火警戒レベルが運用されていない火山の噴火警報・噴火予報 

 予報及び 

警報の名

称 

対象範囲を 

付した警報

の呼び方 

略 称 対象範囲 
警戒事項等 

（キーワード） 
火山活動の状況 

 

 

噴火警報 噴火警報 

（居住地域） 

 

 

噴火警報 

 

 

 

 

居住地域 及びそれより火

口側 に重大な被害を及ぼ

す 程度の 噴火が 発生、あ

るいは 発生すると予想さ

れる。 

噴火警報 

（火口周辺） 

火口周辺警

報 

火口から 居住地域の近く

まで重大な影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火

が 発生、あるいは 発生す

ると予想される。 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火

が 発生、あるいは 発生す

ると予想される。 

噴火予報   火山活動は静穏。火山活動

の状況によって、火口内で

火山灰の噴出等が見られる

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）。 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   後 

1-3-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）噴火警戒レベルが運用されていない火山の噴火警報・噴火予報 

 

名 称 対象範囲 キーワード 発表基準 

 

 

噴火警報（居住地域）又は噴火警報 

  

 ［略］ 

 

 

 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生する 可能

性が高まってきている と

予想される 場合 

噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす噴火が発生す

ると予想される 場合 

 

 

 

火口周辺に影響を及ぼす噴

火が発生すると予想され

る 場合 

 

 

噴火予報 予想される火山現象の状

況が静穏である場合、その

他火口周辺等においても影

響を及ぼすおそれがない場

合 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク その他 

 地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等の情報を提

供するために気象庁本庁及び管区・地方気象台等

が関係地方公共団体、報道機関等に提供するとと

もに、ホームページなどで発表している資料。 

（ア） ［略］ 

（イ） 管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成その

他防災に係る関係者の活動を支援するために

管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成す

る地震活動状況等に関する資料。気象庁本庁及

び管区気象台は週毎の資料を作成し（週間地震

概況）、毎週金曜日に発表している。 

（消防法に基づくもの） 

 ［略］ 

ク その他 

 地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等の情報を提

供するために気象庁本庁及び管区・地方気象台等

が関係地方公共団体、報道機関等に提供するとと

もに、ホームページなどで発表している資料。 

（ア） ［略］ 

（イ） 管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成その

他防災に係る関係者の活動を支援するために

管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成す

る地震活動状況等に関する資料。気象庁本庁及

び管区気象台は週毎の資料を作成し（週間地震

概況）、毎週金曜日に発表している。 

（消防法に基づくもの） 

 ［略］ 

（水防法に基づくもの） （水防法に基づくもの） 

 種 類 内 容   種 類 内 容  

北上川上流水

防警報 

 ［略］ 国管理河川水

防警報 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 

（水防法及び気象業務法に基づくもの） 

 ア 一般河川等の水防活動の利用に適合する

特別警報・警報・注意報 

種 類 内 容 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 に同じ 。 

 

水防活動用気象警報 大雨特別警報又は大雨

警報 に同じ 。 

水防活動用高潮注意報 高潮注意報 に同じ 。 

 

水防活動用高潮警報 高潮特別警報又は高潮

警報 に同じ 。 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 に同じ 。 

 

水防活動用洪水警報 洪水警報 に同じ 。 

 

水防活動用津波注意報 津波注意報 に同じ 。 

 

水防活動用津波警報 大津波警報（津波特別

警報）又は津波警報 に

同じ 。 
 

 

（水防法及び気象業務法に基づくもの） 

ア 一般河川等の水防活動の利用に適合する

特別警報・警報・注意報 

種 類 内 容 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 をもって代

える 。 

水防活動用気象警報 大雨特別警報又は大雨

警報 をもって代える 。 

水防活動用高潮注意報 高潮注意報 をもって代

える 。 

水防活動用高潮警報 高潮特別警報又は高潮

警報 をもって代える 。 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 をもって代

える 。 

水防活動用洪水警報 洪水警報 をもって代え

る 。 

水防活動用津波注意報 津波注意報 をもって代

える 。 

水防活動用津波警報 大津波警報（津波特別

警報）又は津波警報 を

もって代える 。 
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1-3-32 

 

 

 

 

 

イ 指定河川洪水予報 

 予報の種類 

（標題 ） 
予報の基準 

危険度

レベル 

北
上
川
上
流
洪
水
予
報
、
雫
石
川
洪
水
予
報
及
び
猿
ヶ
石
川
洪
水
予
報 

洪水注意報 

（はん濫注

意情報 ） 

 

 ［略］ 

洪水警報 

（はん濫警

戒情報 ） 

 基準地点の水

位が、避難判断水

位に達し、さらに

上昇するとき、又

ははん濫危険水

位 を超える洪水

となる おそれが

あるとき 

 ［略］ 

洪水警報 

（はん濫危

険情報 ） 

 

［略］ 

洪水警報 

（はん濫発

生情報 ） 

予報区間にお

いて、はん濫を確

認したとき 

 

 ［略］ 

(2)～(6) ［略］ 

2 ［略］ 

イ 指定河川洪水予報 

   予報の標題 

（種類 ） 
予報の基準 

危険度

レベル 

北
上
川
上
流
洪
水
予
報
、
雫
石
川
洪
水
予
報
及
び
猿
ヶ
石
川
洪
水
予
報 

はん濫注意

情報 

（洪水注意

報 ） 

 ［略］ 

はん濫警戒

情報 

（ 洪 水 警

報 ） 

 基準地点の水

位が、避難判断水

位に達し、さらに

上昇するとき、又

ははん濫危険水

位 に達する おそ

れがあるとき 

 

 ［略］ 

はん濫危険

情報 

（ 洪 水 警

報 ） 

［略］ 

はん濫発生

情報 

（ 洪 水 警

報 ） 

予報区間にお

いて、はん濫 の

発生 を確認した

とき 

 ［略］ 

(2)～(6) ［略］ 

2 ［略］ 

修正 

理由 

○ 気象予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-39 

 

 

 

 

第 3節 通信情報計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 電気通信設備の利用 

通信がふくそうした場合は、非常・緊急電話

を利用し、通信を確保する。 

(1) 非常・緊急通話用電話の利用 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、あらかじ

め通信事業者から承認を受けた電話番号に

より、非常・緊急通話を利用する。 

(2) 非常・緊急通話の利用 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、公衆電気

通信設備による通話が不能又は困難である

場合は、非常・緊急通話用の電話機において

通信を行う。 

○ 非常・緊急通話を利用する場合は、102 番

（平成 27 年７月 31 日までの利用）をダイ

ヤルし、非常・緊急通話用電話の指定番号、

「非常」又は「緊急」の別、通話の内容及び

通話先を申告の上、申し込む。 

 

非常・緊急通話の内容及び利用できる機関 

第 3節 通信情報計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 電気通信設備の利用 

通信がふくそうした場合は、災害時優先電話

を利用し、通信を確保する。 

 

  通話の内容 機関等     

非

常

通

話 

1  気象、水象、

地象若しくは地

動の観測の報告

又は警報に関す

る事項 

気象機関相互間 

 2 洪水、津波、高

潮等が発生し、

若しくは発生す

るおそれがある

ことの通報又は

その警報若しく

は予防のために

緊急を要する事

項 

(1) 水防機関相互間 

(2) 消防機関相互間 

(3) 水防機関と消防

機関相互間 

 

 3 災害の予防又

は救援のため緊

急を要する事項 

(1) 消防機関相互間 

(2) 災害救助機関相

互間 

(3) 消防機関と災害

救助機関相互間 
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 4 鉄道その他の

交通施設（道路、

港湾等を含む。）

の災害の予防又

は復旧、その他

輸送の確保に関

し、緊急を要す

る事項 

輸送の確保に直接関

係がある機関相互間 

    

 5 通信施設の災

害の予防又は復

旧その他通信の

確保に関し、緊

急を要する事項 

通信の確保に直接関

係がある機関相互間 

    

 6 電力設備の災

害の予防又は復

旧その他電力の

供給の確保に関

し、緊急を要す

る事項 

電力の供給の確保に

直接関係がある機関

相互間 

 

 7 秩序の維持の

ため緊急を要す

る事項 

(1) 警察機関相互間 

(2) 防衛機関相互間 

(3) 警察機関と防衛

機関相互間 

 

 8 災害の予防又

は救援のため必

要な事項 

天変、事変その他の非

常事態が発生し、又は

発生するおそれがあ

ることを知った者と

前各欄に掲げる機関

との間 

 

 

緊

急

通

話 

1 火災、集団的疫

病、交通機関の

重大な事故その

他人命の安全に

係る事態が発生

し、又は発生す

るおそれがある

場合において、

その予防、救援、

復旧等に関し、

緊急を要する事

項 

(1) 非常扱いの通話

を取り扱う機関相

互間 

（非常扱いの通話の表

中 8 欄に掲げるも

のを除く。） 

(2) 緊急事態が発生

し、又は発生するお

それがあることを

知った者と(1)の機

関との間 

 

 2 治安の維持の

ため緊急を要す

る事項 

(1) 警察機関相互間 

(2) 犯罪が発生し、

又は発生するおそ

れがあることを知
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った者と警察機関

との間 

 3 国会議員又は

地方公共団体の

長若しくはその

議会の議員の選

挙の執行又はそ

の結果に関し、

緊急を要する事 

選挙管理機関相互間    

 4 天災、事変その

他の災害に際し

ての災害状況の

報道を内容とす

るもの 

新聞社、放送事業者又

は通信社の機関相互

間 

 

 5 水道、ガス等の

国民の日常生活

に必要不可欠な

役務の提供その

他生活基盤を維

持するため緊急

を要する事項 

(1) 水道の供給の確

保に直接関係があ

る機関相互間 

(2) ガスの供給の確

保に直接関係があ

る機関相互間 

(3) 預貯金業務を行

う金融機関相互間 

(4) 国又は地方公共

団体の機関（非常通

話の表及びこの表

の 1 欄からこの欄

の(3)までに掲げる

ものを除く。）相互

間 

 

2・3 ［略］ 

  

2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 非常扱い・緊急扱い通話（102番）の廃止に伴い、所要の修正をするもの 
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ページ調整 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-58 

第 4節 情報の収集・伝達計画 
 
第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 災害情報の報告要領 

(1)～(4) ［略］ 

 

(5) 報告の系統 

○ 市町村本部長その他の防災関係機関から報告を受けた災害情報は、次の系統により伝達す

る。 

   ［略］ 

 

報告区分別系統図 

 様式 報告区分 報告系統  

 ［略］ 

F、 

16 

［略］  

 ［略］ 

 

 

  

〔森林農地整備 
ｾﾝﾀｰ関係〕 

(独 )森林総合研究所 
森林農地整備ｾﾝﾀ ｰ 

農 林 班 市町村本部 

総 合 
防 災 室 

農 林 水 産 
企 画 室 

林 業 
振 興 課 

森 林 
整 備 課 

森 林 
保 全 課 

東北森林管理局 
〔国有林関係〕 

〔林産・特用林産施設、 
林産物（苗木以外）〕 

〔作業道（県有林以外）、苗畑施設、
林産物（苗木）、森林（国有林・
県有林以外）〕 

〔治山施設、県有林関
係、林地荒廃、林道、
林道施設〕 

県 本 部 

地方支部 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

1-3-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-58 

第 4節 情報の収集・伝達計画 
 
第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 災害情報の報告要領 

(1)～(4) ［略］ 

 

(5) 報告の系統 

○ 市町村本部長その他の防災関係機関から報告を受けた災害情報は、次の系統により伝達す

る。 

   ［略］ 

 

報告区分別系統図 

 様式 報告区分 報告系統  

 ［略］ 

F、 

16 

［略］  

 ［略］ 

 

修正 

理由 

○ 森林保全課が行う林業関係の被害報告の内容の中から林道を削除するもの 

 

  

〔森林農地整備 
ｾﾝﾀｰ関係〕 

(独 )森林総合研究所 
森林農地整備ｾﾝﾀ ｰ 

地方支部 

農 林 班 市町村本部 

総 合 
防 災 室 

農 林 水 産 
企 画 室 

林 業 
振 興 課 

森 林 
整 備 課 

森 林 
保 全 課 

東北森林管理局 
〔国有林関係〕 

〔林産・特用林産施設、 
林産物（苗木以外）〕 

〔作業道（県有林以外）、苗畑施設、
林産物（苗木）、森林（国有林・
県有林以外）〕 

〔治山施設、県有林関
係、林地荒廃、林道施
設〕 

県 本 部 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5節 広聴広報計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

第 5節 広聴広報計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 実施機関 広聴広報活動の内容   実施機関 広聴広報活動の内容  

 ［略］  ［略］ 

 東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

 ［略］  東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

（三陸国道事務所） 

（北上川ダム統合管

理事務所） 

 ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

 ［略］ 

  

〔県本部の担当〕 

 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 交通確保・輸送計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

第 6節 交通確保・輸送計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 実施機関 担当業務   実施機関 担当業務  

市町村本部長 1 市町村管理道路に係る

交通規制及び応急復旧 

 

 

2 ［略］ 

市町村本部長 1 市町村管理道路に係る

交通規制 、災害対策基本

法に基づく車両の移動

等 及び応急復旧 

2 ［略］ 

 県本部長 1 ［略］ 

2 県管理道路に係る応急

復旧 

 

 

3 ［略］ 

 県本部長 1 ［略］ 

2 県管理道路に係る 災害

対策基本法に基づく車

両の移動等及び 応急復

旧 

3 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

（三陸国道事務所） 

所管する一般国道に係る

通行規制及び応急復旧 

 東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

（三陸国道事務所） 

1 所管する一般国道に係

る通行規制 、災害対策基

本法に基づく車両の移

動等 及び応急復旧 

2 災害対策基本法に基づ

く県又は市町村長に対

する区間指定の指示 

  ［略］   ［略］ 

 東 日 本 高 速 道 路

（株）東北支社（十

和田・盛岡・北上・

古川・八戸・秋田管

理事務所） 

所管する高速自動車道に

係る交通規制及び応急復

旧 

 東 日 本 高 速 道 路

（株）東北支社（十

和田・盛岡・北上・

古川・八戸・秋田管

理事務所） 

所管する高速自動車道に

係る交通規制 、災害対策基

本法に基づく車両の移動

等 及び応急復旧 

    (一社)岩手県建設

業協会 

災害時における道路啓開

及び応急復旧 

 東 日 本 旅 客 鉄 道

(株)盛岡支社 

日本貨物鉄道(株)

東北支社 

三陸鉄道(株) 

IGR いわて銀河鉄

道(株) 

［略］  東 日 本 旅 客 鉄 道

(株)盛岡支社 

日本貨物鉄道(株)

東北支社 

三陸鉄道(株) 

IGR いわて銀河鉄

道(株) 

［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

  

〔県本部の担当〕 

 部 課 等 担当業務   部 課 等 担当業務  
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1-3-74 

 ［略］  ［略］ 

県土整

備部 

道路環境課 県管理道路に係る交通

規制及び応急復旧 

県土整

備部 

道路環境課 1 県管理道路に係る

交通規制 、災害対策

基本法に基づく車両

の移動等 及び応急復

旧 

2 災害対策基本法に

基づく市町村に対す

る区間指定の指示 

 ［略］  ［略］ 

公安部 交通規制課 1 ［略］ 

 

 

 

 

2 ［略］ 

3 ［略］ 

 公安部 交通規制課 1 ［略］ 

2 災害対策基本法に

基づく道路管理者に

対する区間指定の要

請 

3 ［略］ 

4 ［略］ 

 

第 3 交通確保 

 

1～5 ［略］ 

 

 

第 3 交通確保 

 

1～5 ［略］ 

 

6 災害時における車両の移動 

 ○ 道路管理者は、放置車両等が発生した場合

において、緊急通行車両の通行を確保するた

め必要があると認めるときは、その管理する

道路について区間を指定し、当該放置車両等

の運転手等に対し車両の移動等の命令を行

う。この場合において、運転手等がいない場

合等には、道路管理者は、自ら車両等の移動

等を行う。 

○ 道路管理者は、自ら車両等の移動等を行う

場合には、やむを得ない限度で当該車両等を

破損することができる。 

○ 道路管理者は、車両等の破損によって生じ

た損失について、当該車両等の所有者等と協

議の上、補償する。 

 ○ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両

の通行禁止等を行うため必要があると認め

るときは、道路管理者に対し、緊急通行車両

の通行を確保するための区間の指定、放置車

両等の移動等について要請する。 

 ○ 県は、市町村道を活用し、緊急通行車両の

通行ルートを確保する必要があると認める

ときは、市町村に対し必要な指示を行う。 
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 ○ 県は、緊急通行車両の通行ルートを確保す

るため必要があると認めるときは、国道路管

理者又は高速自動車道路管理者に対し必要

な要請を行う。 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、実施機関の担当業務について所要の修正をするもの 

○ 指定地方公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、道路管理者による災害時における放置車両の移動等について

規定するもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、道路管理者による車両の破損及び損失補償について規定する

もの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、県公安委員会による緊急通行車両の通行を確保するための区

間の指定等の要請について規定するもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、緊急通行車両の通行ルートを確保するための市町村に対する

指示について規定するもの 

○ 緊急通行車両の通行ルートを確保するための国道路管理者又は高速自動車道路管理者に対する

要請について規定するもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-82 

 

1-3-83 

 

 

 

1-3-85 

 

 

 

 

 

第 7節 公安警備計画 

 

第 4 実施要領 

 

1～6 ［略］ 

 

7 死体の見分 

○ ［略］ 

○ 公安部長は、市町村本部長と協力し、また、

必要に応じて他の県警察に応援要請するな

どして、死体見分要員、場所等を確保すると

ともに、医師等 との連携に配慮し、迅速か

つ的確な死体見分、身元確認、遺族等への遺

体の引渡しに努める。 

 

8～11 ［略］ 

第 7節 公安警備計画 

 

第 4 実施要領 

 

1～6 ［略］ 

 

7 死体の見分 

○ ［略］ 

○ 公安部長は、市町村本部長と協力し、また、

必要に応じて他の県警察に応援要請するな

どして、死体見分要員、場所等を確保すると

ともに、医師及び歯科医師 との連携に配慮

し、迅速かつ的確な死体見分、身元確認、遺

族等への遺体の引渡しに努める。 

 

8～11 ［略］ 

修正 

理由 

○ 死体の見分の際の歯科医師との連携について明記するもの 
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ページ調整 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-98 

 

 

 

 

 

1-3-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-100 

第 10 節 県、市町村等応援協力計画 

 

第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 都道府県の相互協力 

(1) 北海道・東北 8 道県における相互応援 

 ア 大規模災害時の北海道・東北 8 道県相互応援に関する協定 

○ ［略］ 

○ 本県において、大規模な災害が発生した場合は、次の 応援調整道県 等を通じて応援要請

を行う。次のとおりである。 

 
応援調整道県 部局名 課名 

消防防災無線 

※マイクロ電話 
NTT電話(夜間) 

 

1 秋田県 知事公室 ［略］ 018-860-4565 

2 北海道 総務部 防災消防課 ［略］ 011-204-5007 

3 青森県 ［略］ 

※( )･･･岩手県庁から発信の場合   

○ 応援の種類は、おおむね、次のとおりとする。 

   ア 応急措置等を行うに当たって必要となる情報収集及び提供 

イ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

ウ 被災者の救出、医療、感染症予防、施設の応急措置等に必要な資機材及び物資の提供及

びあっせん 

エ 災害応急活動に必要な車両、ヘリコプター等の派遣及びあっせん 

オ 災害応急活動に必要な職員の派遣 

カ 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

キ その他、特に要請のあった事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 被災道県は、次の事項を明らかにして、口頭又は電話により要請し、後日文書を提出する。 

 ア 被害の種類及び状況       イ 応援を希望する資機材、物資、車両等の種類、数量等 

ウ 応援を希望する職種別人員    エ 応援場所及び応援場所への経路 

オ 応援の期間           カ その他 参考事項 

 

イ ［略］ 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

1-3-98 

 

 

 

 

 

1-3-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-100 

第 10 節 県、市町村等応援協力計画 

 

第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 都道府県の相互協力 

(1) 北海道・東北 8 道県における相互応援 

 ア 大規模災害時の北海道・東北 8 道県相互応援に関する協定 

○ ［略］ 

○ 本県において、大規模な災害が発生した場合は、次の カバー（支援）県 等を通じて応援

要請を行う。次のとおりである。 

 
カバー（支援）県 部局名 課名 

消防防災無線 

※マイクロ電話 
NTT電話(夜間) 

 

1 秋田県 総務部 ［略］ 018-860-4563 

2 北海道 総務部危機対策課 危機対策課 ［略］ 011-204-5008 

3 青森県 ［略］ 

※( )･･･岩手県庁から発信の場合   

○ 応援の種類は、おおむね、次のとおりとする。 

 ア 人的支援及び斡旋 

    ① 救助及び応急復旧等に必要な要員 

    ② 避難所の運営支援に必要な要員 

    ③ 支援物資の管理等に必要な要員 

    ④ 行政機能の補完に必要な要員 

    ⑤ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 

   イ 物的支援及び斡旋 

    ① 食料、飲料水及びその他生活必需物資 

    ② 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

    ③ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等 

   ウ 施設又は業務の提供及び斡旋 

    ① ヘリコプターによる情報収集等 

    ② 傷病者の受け入れのための医療機関 

    ③ 被災者を一時収容するための施設 

    ④ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

    ⑤ 仮設住宅用地 

    ⑥ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 

   エ その他特に要請のあったもの 

○ 被災道県は、次の事項を明らかにして、口頭又は電話により要請し、後日文書を提出する。 

 

 

 

ア 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量   イ 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

ウ 職種及び人数                 エ 応援区域又は場所及びそれに至る経路 

オ 応援期間（見込みを含む。）          カ その他 特に必要と認める事項 

 

 

 

イ ［略］ 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-100 (2) 国又はその他の都府県への応援要請 

 ○ 県本部長は、応急措置を実施するため必

要があると認める場合は、(1)に定めるもの

のほか、国又は「全国都道府県における災

害時の広域応援に関する協定」等に基づく

都府県に対する応援要請 を行う。 

 

(3) ［略］ 

 

4～7 ［略］ 

(2) 国又はその他の都府県への応援要請 

 ○ 県本部長は、応急措置を実施するため必

要があると認める場合は、(1)に定めるもの

のほか、国に対する応援要請 又は「全国都

道府県における災害時の広域応援に関する

協定」等に基づく ブロック間応援若しくは

広域応援の要請 を行う。 

(3) ［略］ 

 

4～7 ［略］ 

修正 

理由 

○ 大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定等の改正に伴い、所要の修正をす

るもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-119 

 

1-3-121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 避難・救出計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告  

 (1) 避難勧告等の 基準 及び報告 

  ○ 市町村本部長は、管内の地理的・社会

的条件、発生する災害の想定等に基づき、

あらかじめ、避難勧告等に係る発令の判

断基準等を定め、その内容について市町

村地域防災計画に明記する。 

なお、基準を定める場合は、地域の実

情に応じ、個々具体的に定めるよう努め

るものとする。 

避難勧告等の基準等を定める事態の一

般的な例示は次のとおりである。 

ア 気象予報・警報や土砂災害警戒情

報等が発表され、避難を要すると判

断されるとき 

イ 防災関係機関から災害に関する通

報があり、避難を要すると判断され

るとき 

ウ 河川がはん濫注意水位を突破し、

洪水のおそれがあるとき 

エ 河川の上流地域が水害を受け、下

流の地域に危険があるとき 

オ 崖崩れ、土石流、地すべり等が発

生し、更に民家等まで拡大するおそ

れがあるとき 

カ 短時間かつ局地的な集中豪雨等に

より、崖崩れ、土石流、地すべり等

の危険性があるとき 

キ 火災が拡大するおそれがあるとき 

ク その他危険が切迫していると認め

られるとき 

  ○ 実施責任者は、災害情報を迅速に収集

し、避難を要する地域の早期の実態把握

に努め、時期を失することなく、避難勧

告等を行う。 

○ ［略］ 

○ 県は、市町村から求めがあった場合に

は、避難勧告等の対象地域等について助

言する。 

第15節 避難・救出計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告  

 (1) 避難勧告等の 実施 及び報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 実施責任者は、災害情報を迅速に収集

し、避難を要する地域の早期の実態把握

に努め、時期を失することなく、避難勧

告等を行う。 

○ ［略］ 

○ 県その他の防災関係機関 は、市町村か

ら求めがあった場合には、避難勧告等の

対象地域等について助言する。 
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1-3-123 

○ ［略］ 

○ 実施責任者は、避難勧告等の解除に当

たっては、十分に安全性の確認に努める。 

 

 

 

(2)～(5) 

 (6) 避難者の確認等 

  ○ 市町村職員、消防団員、民生委員等は、

津波が襲来するおそれがあるなど危険な

場合を除き、避難場所等及び避難対象地

域を巡回し、避難者の確認を行うととも

に、避難が遅れた者の救出を行う。 

 

ア・イ ［略］ 

(7)・(8) ［略］ 

 

2～8 ［略］ 

○ ［略］ 

○ 実施責任者は、避難勧告等の解除に当

たっては、十分に安全性の確認に努める。 

  ○ 県その他の防災関係機関は、市町村か

ら求めがあった場合には、避難勧告等の

解除について助言する。 

(2)～(5) 

 (6) 避難者の確認等 

  ○ 市町村職員、消防団員、民生委員等は、

津波が襲来するおそれがあるなど危険な

場合を除き 、それぞれが連携・分担しな

がら 、避難場所等及び避難対象地域を巡

回し、避難者の確認を行うとともに、避

難が遅れた者の救出を行う。 

ア・イ ［略］ 

(7)・(8) ［略］ 

 

2～8 ［略］ 

修正 

理由 

○ 防災関係機関が行う市町村に対する避難勧告等の対象地域等の助言について規定するもの 

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正を踏まえ、避難

勧告等の解除に係る助言について新たに規定するもの 

○ 避難者の確認等の際の各支援者の連携等について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-134 

 

 

 

 

 

 

1-3-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 医療・保健計画 

 

第 2 実施機関 

 

第 16 節 医療・保健計画 

 

第 2 実施機関 

 実施機関 担当業務   実施機関 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

(一社)岩手

県歯科医師

会 

 ［略］ (一社)岩手

県歯科医師

会 

 ［略］ 

(一社)岩手

県獣医師会 

避難所等における愛玩動物の救

護のための健康相談・支援 

(一社)岩手

県薬剤師会 

医療救護活動における薬剤師の

派遣、医薬品の供給・管理 

(公社)岩手

県栄養士会 

栄養管理活動における栄養士の

派遣 

(公社)岩手

県看護協会 

医療救護活動及び保健衛生活動

における看護師等の派遣 

 ［略］  ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

 ［略］ 

 

第 3 初動医療体制 

 

1 ［略］ 

 

2 医療救護班・歯科医療救護班の編成 

 ○ ［略］ 

 ○ 災害時における医療（歯科医療を除く。）、

助産の救助を実施するため、各医療機関は、

次の区分により、あらかじめ、「医療救護班」

を編成する。 

〔医療救護班編成表 資料編 3－16－4〕 

 

〔県本部の担当〕 

 ［略］ 

 

第 3 初動医療体制 

 

1 ［略］ 

 

2 医療救護班・歯科医療救護班の編成 

 ○ ［略］ 

 ○ 災害時における医療（歯科医療を除く。）、

助産の救助を実施するため、各医療機関は、

次の区分により、あらかじめ、「医療救護班」

を編成する。 

〔医療救護班編成表 資料編 3－16－4〕 

 医 療 

機関名 
班 名 

医療救護

班  数 

編 成 

基 準 

  医 療 

機関名 
班 名 

医療救護

班  数 

編 成 

基 準 

 

 ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

県  ［略］ 21 班 県  ［略］ 20班 

 ［略］  ［略］ 

○ 災害時における歯科医療、口腔ケアを実施

するため、あらかじめ、(社)岩手県歯科医師

会 は、「歯科医療救護班」を編成する。 

○ ［略］ 

 

○ 災害時における歯科医療、口腔ケアを実施

するため、あらかじめ、(一社)岩手県歯科医

師会 は、「歯科医療救護班」を編成する。 

○ ［略］ 
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3 ［略］ 

 

4 岩手ＤＭＡＴ及び医療救護班の活動 

 (1) ［略］ 

 (2) 医療救護班の活動 

  ○ ［略］ 

  ○ 医療救護の実施に当たっては、岩手ＤＭ

ＡＴ及び 保健活動班 と連携を図る。 

  ○ ［略］ 

 (3) 歯科医療救護班の活動 

  ○ 歯科医療救護班は、原則として、救護所

において歯科医療活動を行う。 

  

 

  ○ ［略］ 

 

5 医薬品及び医療資機材の調達 

 ○ ［略］ 

 ○ 県本部長は、必要に応じて支援薬剤師の派

遣やその他の協力について 社団法人岩手県

薬剤師会 と調整を行う。 

 ○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

 

第 6 個別疾患への対応体制 

 

1 ［略］ 

 

2 難病等 

 (1) ［略］ 

 (2) 医薬品等の確保 

  ○ 県本部長は、市町村本部長又は地方支部

保健医療班長から、難病患者等に使用する

医薬品等の調達又はあっせんの要請を受

けた場合は、第 3 の 4「医薬品及び医療資

機材の調達」に定めるところにより、調達

又はあっせんを行う。 

3 ［略］ 

 

4 岩手ＤＭＡＴ及び医療救護班の活動 

 (1) ［略］ 

 (2) 医療救護班の活動 

  ○ ［略］ 

  ○ 医療救護の実施に当たっては、岩手ＤＭ

ＡＴ及び 健康管理活動班 と連携を図る。 

  ○ ［略］ 

(3) 歯科医療救護班の活動 

  ○ 歯科医療救護班は、救護所において歯科

医療活動を行う とともに、必要に応じ、

被災地域、避難所等を巡回して歯科医療活

動を行う 。 

  ○ ［略］ 

 

5 医薬品及び医療資機材の調達 

 ○ ［略］ 

 ○ 県本部長は、必要に応じて支援薬剤師の派

遣やその他の協力について （一社）岩手県

薬剤師会 と調整を行う。 

 ○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

 

第 6 個別疾患への対応体制 

 

1 ［略］ 

 

2 難病等 

 (1) ［略］ 

 (2) 医薬品等の確保 

  ○ 県本部長は、市町村本部長又は地方支部

保健医療班長から、難病患者等に使用する

医薬品等の調達又はあっせんの要請を受

けた場合は、第 3 の 5「医薬品及び医療資

機材の調達」に定めるところにより、調達

又はあっせんを行う。 
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ページ調整 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 災害中長期における医療体制 

 

1 ［略］ 

 

2 健康管理活動の実施 

○ 市町村本部長及び県本部長は、被災者の災害による精神的、身体的なダメージを緩和し、健

康維持を図るため、次の区分により、「健康管理活動班」を編成し、健康管理活動を行う。 

〔健康管理活動班編成表 資料編 3－16－11〕 

 医療機関名 班 名 健康管理活動班数 編成基準  

市町村 ［略］  ［略］ 

岩手県  ［略］ 22班 

○ ［略］ 

 ○ 健康管理活動班は、おおむね、次の業務を行う。 

ア～ウ ［略］ 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

1-3-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 災害中長期における医療体制 

 

1 ［略］ 

 

2 健康管理活動の実施 

○ 市町村本部長及び県本部長は、被災者の災害による精神的、身体的なダメージを緩和し、健

康維持を図るため、次の区分により、「健康管理活動班」を編成し、健康管理活動を行う。 

〔健康管理活動班編成表 資料編 3－16－11〕 

 医療機関名 班 名 健康管理活動班数 編成基準  

市町村 ［略］  ［略］ 

岩手県  ［略］ 20班 

○ ［略］ 

 ○ 健康管理活動班は、おおむね、次の業務を行う。 

ア～ウ ［略］ 

○ 県本部長は、歯科医療救護班の活動終了後に、被災地の口腔の健康維持を図るため、（一社）

岩手県歯科医師会の協力を得て、口腔ケア活動班を編成し、被災地の避難所及び応急仮設住宅

を巡回して口腔ケアの歯科保健活動を図る。 

 ○ 口腔ケア活動班は、おおむね、次の活動を行う。 

  ア 被災者に対する歯科検診、歯科相談、歯科保健活動、口腔ケア 

  イ 被災者に対する歯科健康教育 

  ウ その他必要とされる歯科保健活動 

 

災害時における医療・健康管理活動の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）医療制約を受ける者とは、医療機関の被害により医療を受ける機会を失った者をいう。 

 

 

 

 
 
 

被 災 医 療 施 設 

被 災 現 場 

応 急 措 置 
保 健 指 導 

避 難 所 

収 容 治 療 

後方医療施設 

基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院 

医療品等の供給、人員の派遣 

傷病者 

重 症 者 

巡回医療 

負傷者 

医療制約を受ける者 

岩手ＤＭＡＴ 

現 場 医 療 
救 護 所 

健康管理活動班 

医 療 救 護 班 

救 護 所 

口腔ケア活動班 
 

歯科医療救護班 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

1-3-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-142 

第 8 災害救助法を適用した場合の医療・助産 

 

○ ［略］ 

 

災害時における医療・健康管理活動の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）医療制約を受ける者とは、医療機関の被害により医療を受ける機会を失った者をいう。 

 

医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

 

 ［略］ 

 

 

 ［略］                            ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

被 災 医 療 施 設 

被 災 現 場 

応 急 措 置 
保 健 指 導 

避 難 所 

収 容 治 療 

後方医療施設 

基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院 

医療品等の供給、人員の派遣 

傷病者 

重 症 者 

巡回医療 

負傷者 

医療制約を受ける者 

岩手ＤＭＡＴ 

現 場 医 療 
救 護 所 

健康管理活動班 

医 療 救 護 班 

救 護 所 

県
立
病
院
班
（
21
班
） 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

1-3-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-142 

第 8 災害救助法を適用した場合の医療・助産 

 

○ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

 

 ［略］ 

 

 

 ［略］                            ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

修正 

理由 

○ 指定地方公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ 歯科医療活動班による被災地域及び避難所等の巡回について規定するもの 

○ 口腔ケア活動班の編成及び活動について新たに追記するもの 

○ その他所要の整備をするもの 

  

県
立
病
院
班
（
20
班
） 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-151 

 

 

 

 

 

 

1-3-153 

 

 

 

 

 

 

第 20節 応急仮設住宅の建設等及び応急修理計

画 

 

第 3 実施要領 

 

1 応急仮設住宅の供与 

(1)～(7) ［略］ 

(8) 災書救助法を適用した場合の応急仮設

住宅の供与 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害救助法を適用した場合における対

象、費用の限度額、期間等は、第 14 節「災

害救助法の適用計画」に定めるところに

よる。 

第 20節 応急仮設住宅の建設等及び応急修理計

画 

 

第 3 実施要領 

 

1 応急仮設住宅の供与 

(1)～(7) ［略］ 

(8) 災害救助法を適用した場合の応急仮設

住宅の供与 

  ○ 県本部長は、借上げによる民間賃貸住

宅の提供を行う場合は、「災害時における

民間賃貸住宅の被災者への提供に関する

協定」に基づき、（一社）岩手県宅地建物

取引業協会及び（公社）全日本不動産協

会岩手県本部に対し協力を求め、「災害時

における民間賃貸住宅の被災者への提供

に関する協定運用細則」に従い、具体の

手続を行う。 

  ○ 災害救助法を適用した場合における対

象、費用の限度額、期間等は、第 14 節「災

害救助法の適用計画」に定めるところに

よる。 

修正 

理由 

○ 借上げにより民間賃貸住宅を応急仮設住宅として提供する場合の協定に基づく手続について

新たに規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-161 

 

 

 

 

 

1-3-166 

 

 

 

第 22 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

  

第 3 実施要領 

 

1 廃棄物処理 

 (1) ［略］ 

 (2) 廃棄物収集運搬用資機材の確保 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、必要な廃棄物収集運

搬用資機材を調達できない場合は、次の

事項を明示し、地方支部保健環境班長 を

通じて、県本部長に、応援を要請する。 

 ［略］ 

  ○ ［略］ 

 (3)・(4) ［略］ 

 

2 し尿処理 

 (1) ［略］ 

 (2) 処理方法 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、必要なし尿処理用資

機材を調達できない場合は、次の事項を

明示し、地方支部保健環境班長 を通じて、

県本部長に応援を要請する。 

［略］ 

 ○ ［略］ 

 

3 障害物除去 

 (1) 処理方法 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長及び道路等の管理者は、

次により障害物を処理する。 

   ア～ウ ［略］ 

   エ 港湾関係障害物の除去 

    ○ ［略］ 

    ○ 海上保安部署長は、船舶航行の障

害となるもの を除去し、除去した障

害物は集積所に曳航する。 

 

 

 

 

    ○ ［略］ 

第 22 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 廃棄物処理 

 (1) ［略］ 

 (2) 廃棄物収集運搬用資機材の確保 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、必要な廃棄物収集運

搬用資機材を調達できない場合は、次の

事項を明示し、地方支部福祉環境班長 を

通じて、県本部長に、応援を要請する。 

 ［略］ 

  ○ ［略］ 

(3)・(4) ［略］ 

 

2 し尿処理 

(1) ［略］ 

 (2) 処理方法 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、必要なし尿処理用資

機材を調達できない場合は、次の事項を

明示し、地方支部福祉環境班長 を通じて、

県本部長に応援を要請する。 

 ［略］ 

  ○ ［略］ 

 

3 障害物除去 

 (1) 処理方法 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長及び道路等の管理者は、

次により障害物を処理する。 

   ア～ウ ［略］ 

   エ 港湾関係障害物の除去 

    ○ ［略］ 

    ○ 海上保安部署長は、船舶航行の障

害となるもの があるときは、速やか

に必要な措置を講ずるとともに、関

係機関及び障害物の所有者等に対

し、これらの除去その他船舶交通の

危険を防止するための措置を講ずる

べきことを命じ、又は勧告する。 

    ○ ［略］ 
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   オ・カ ［略］ 

 (2)～(5) ［略］ 

4・5 ［略］ 

   オ・カ ［略］ 

 (2)～(5) ［略］ 

4・5 ［略］  

修正 

理由 

○ 港湾関係障害物に対する海上保安庁の措置について見直しを行うもの 

○ その他所要の整備を行うもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・

埋葬計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

第 23 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・

埋葬計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 実施機関 担当業務   実施機関 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

 （社）岩手県医師会 

（社）岩手県歯科医師

会 

 ［略］  （一社）岩手県医師会 

（一社）岩手県歯科医

師会 

 ［略］ 

   

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-185 

第 27 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 基本方針 

 公共の福祉と円滑な応急対策の実施を確保す

るため、被災した道路施設、河川管理施設、海岸

保全施設、砂防等施設、港湾施設、漁港施設、空

港施設等について、速やかに応急措置及び応急復

旧を実施する。 

 

2 実施機関（責任者） 

 公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 空港施設 

 ［略］ 

第 27 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 基本方針 

 公共の福祉と円滑な応急対策の実施を確保す

るため、被災した道路施設、河川管理施設、海岸

保全施設、砂防等施設、港湾施設、漁港施設、空

港施設 、治山施設 等について、速やかに応急措

置及び応急復旧を実施する。 

 

2 実施機関（責任者） 

 公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 空港施設 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

〔県本部の担当〕 

(7) 治山施設 

 林野庁（東北森

林管理局） 

国有林内保安林の治山施設  

県 民有林内保安林の治山施設 

 

〔県本部の担当〕 

 区 分 部 課 地方支

部等 

担当 

業務 

  区 分 部 課 地方支

部等 

担当 

業務 

 

 ［略］ ［略］  ［略］ ［略］ 

(6) 空

港施設 

［略］ (6) 空 

港施設 

［略］ 

 (7) 治 

山施設 

農林水

産部 

森林保

全課 

農林班 

 

3 ［略］ 

 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害時に応急措置等を行う公共土木施設として新たに治山施設を追加するもの 

○ 治山施設に係る応急対策を実施する部課等を新たに規定するもの 
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本編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-190 

 

 

 

 

 

1-3-200 

 

 

 

 

 

第 28 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 3 実施要領 

 

1～4 ［略］ 

 

5 電気通信施設 

(1) ［略］ 

(2) 応急対策 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 重要通信の確保等 

   ○ 通信の疎通が著しく困難となり、重要

通信を確保する必要があるときは、電気

通信事業法及び電話サービス契約約款

等に基づき、通話の利用制限を行う。 

○ 防災関係機関がその災害応急対策の

実施のために行う通信については、「非

常通話」及び「緊急通話」として、他

の通信に優先させる。 

○ 防災関係機関の専用通信設備等が被

災し、通信が途絶した場合は、防災関

係機関の重要通信の確保を優先的に行

う。 

○ ［略］ 

(3)～(5) ［略］ 

第 28 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 3 実施要領 

 

1～4 ［略］ 

 

5 電気通信施設 

(1) ［略］ 

(2) 応急対策 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 重要通信の確保等 

   ○ 通信の疎通が著しく困難となり、重要

通信を確保する必要があるときは、電気

通信事業法及び電話サービス契約約款

等に基づき、通話の利用制限を行う。 

 

 

 

 

○ 防災関係機関の専用通信設備等が被

災し、通信が途絶した場合は、防災関

係機関の重要通信の確保を優先的に行

う。 

○ ［略］ 

(3)～(5) ［略］ 

修正 

理由 

○ 非常扱い・緊急扱い通話（102番）の廃止に伴い、所要の修正をするもの 
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本編 第 4章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-4-1 

 

1-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1節 公共施設等の災害復旧計画 

 

第 5 緊急融資等の確保 

第 1節 公共施設等の災害復旧計画 

 

第 5 緊急融資等の確保 

 

○ ［略］ 

 

1 国庫負担又は補助 

 ○ 法律又は予算の範囲内において、国が全部

又は一部を負担し、又は補助して行われる災

害復旧事業 の関係法令 は、次のとおりであ

る。 

 

○ ［略］ 

 

1 国庫負担又は補助 

 ○ 法律又は予算の範囲内において、国が全部

又は一部を負担し、又は補助して行われる災

害復旧事業 に関係する法令等 は、次のとお

りである。 

 (1)～(17) ［略］ 

 

(18) ［略］ 

(19) ［略］ 

(20) ［略］ 

(21) ［略］ 

(22) ［略］ 

(23) ［略］ 

(24) ［略］ 

(25) 社会福祉施設災害復旧費国庫負担（補助）

の協議について（昭和 59 年 9 月 7 日厚生

省社会局長・児童家庭局長通知） 

  (1)～(17) ［略］ 

(18) 医療施設等災害復旧費補助金交付要綱 

(19) ［略］ 

(20) ［略］ 

(21) ［略］ 

(22) ［略］ 

(23) ［略］ 

(24) ［略］ 

(25) ［略］ 

(26) 社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領 

 

 

2・3 ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害復旧事業に関係する法令等の内容について見直しを行うもの 

○ その他所要の整備をするもの 

 

  

59 



本編 第 4章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-4-4 

 

 

 

 

 

1-4-6 

 

 

 

 

 

 

1-4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2節 生活の安定確保計画 

 

第 2 被災者の生活確保 

 

1～4 ［略］ 

 

5 被災者生活再建支援制度の活用 

 ○ ［略］ 

 ○ 県が実施主体となり、市町村が申請書類の

受付け窓口となるが、支給に関する事務につ

いては、被災者生活再建支援法人に指定され

た （財）都道府県会館 に委託し実施する。 

 

第 4 農林漁業関係者への融資 

第 2節 生活の安定確保計画 

 

第 2 被災者の生活確保 

 

1～4 ［略］ 

 

5 被災者生活再建支援制度の活用 

 ○ ［略］ 

 ○ 県が実施主体となり、市町村が申請書類の

受付け窓口となるが、支給に関する事務につ

いては、被災者生活再建支援法人に指定され

た（公財）都道府県会館 に委託し実施する。 

 

第 4 農林漁業関係者への融資 

 

○ 県及び市町村は、災害により損失を受けた農

林漁業者（以下「被害農林漁業者」という。）

又は農林漁業者の組織する団体（以下「被害組

合」という。）に対し、農林漁業の生産力の維

持増進と経営の安定を図るため、次の措置を講

じる。 

 

○ 県及び市町村は、災害により損失を受けた農

林漁業者（以下「被害農林漁業者」という。）

又は農林漁業者の組織する団体（以下「被害組

合」という。）に対し、農林漁業の生産力の維

持増進と経営の安定を図るため、次の措置を講

じる。 

 ア 農業協同組合及び信用農業協同組合連合会

が、被害農林漁業者又は 被災組合 に対して行

う経営資金のつなぎ融資の指導あっせん 

イ～オ ［略］ 

  ア 農業協同組合及び信用農業協同組合連合会

が、被害農林漁業者又は 被害組合 に対して行

う経営資金のつなぎ融資の指導あっせん 

イ～オ ［略］ 

 

  

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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本編 第 4章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 復興計画の作成 

 

第 3 復興事業の実施 

 

○ 激甚災害に対する特別な財政措置は、次のと

おりである。 

第 3節 復興計画の作成 

 

第 3 復興事業の実施 

 

○ 激甚災害に対する特別な財政措置は、次のと

おりである。 

 項 目 事業名   項 目 事業名  

1 公共土木施設災害

復旧事業等に関する

特別の財政援助 

(1)～(12) ［略］ 

 

 

(13) ［略］  

(14) ［略］ 

1 公共土木施設災害

復旧事業等に関する

特別の財政援助 

(1)～(12) ［略］ 

(13) 医療施設等災害

復旧事業 

(14) ［略］ 

(15) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   

修正 

理由 

○ 激甚災害として財政措置が行われる事業を追加するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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